
提出書類チェックシート（個人住宅向け） 

 

要件に注意した上で次の書類を所定の期限までに提出してください。 

なお、提出された書類は返却できませんので、必要な場合は申請者自身で控えをとっておいてください。 

また、書類の不備・不足、要件の不適合がある場合は受付できませんのでご注意ください。 

 

交付申請時 

※書類の提出と併せて市ホームページの電子申請フォームより補助金受取口座の登録手続き 

（相手方登録）を行ってください。 

 提出書類 要件 

⑴ 【第１号様式】補助金等交付申請書  

⑵ 【第１号様式別紙３】市税納付状況調査及び暴力

団等の排除に関する同意書 

 

⑶ 【第１号様式別紙４】（住宅用）補助金等交付申請

書付属資料(事業計画・収支予算等) 

 

⑷ 見積書の写し ※補助対象外経費は項目ごとに補助対象外であるこ

とを明確に示していること 

※太陽光発電設備においては太陽電池モジュールの

JIS 等に基づく公称最大出力の合計値(kW)及びパワ

ーコンディショナーの定格出力の合計値(kW)がそ

れぞれ記載されていること 

※蓄電池の蓄電容量が記載されていること 

⑸ 申請者本人の住民票の写し（既存住宅への設置の

場合） 

※発行から３か月以内であること 

※マイナンバー、本籍、続柄の記載は不要 

※新築の場合は、実績報告時に移転後の住民票を提出

すること 

⑹ その他市長が必要と認めるもの ※追加でその他必要書類の提出を求める場合があり

ます 

 （以下、PPA又はリースによる設置の場合）  

⑺ 【第１号様式別紙２】奈良市地域脱炭素移行・再

エネ推進事業補助金共同申請同意書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



実績報告時 

 提出書類 要件 

⑴ 【第４号様式】補助事業等実績報告書  

⑵ 【第４号様式別紙２】設置した補助対象設備に要

した費用の内訳 

※⑹の書類の内容と整合させること 

⑶ 【第４号様式別紙３】（住宅用）補助事業等実績報

告書付属資料(事業報告・収支決算等) 

 

⑷ 申請者本人の住民票の写し 

（新築住宅への設置の場合） 

※新築住宅に移転後の住民票を提出すること 

※発行から３か月以内であること 

※マイナンバー、本籍、続柄の記載は不要 

⑸ 補助対象設備の設置に係る工事請負契約書等の

写し 

※市からの交付決定日以降の契約であること 

※契約者双方の署名・捺印、印紙添付（消印）がある

こと 

※交付申請時に提出した見積書と金額が一致してい

ること 

⑹ 補助事業等に係る支出を証する書類の写し（領収

書等）。補助事業等に係る経費の内訳が明記され

ていない場合は、補助事業等に係る経費の内訳書

類又はこれに代わるもの 

※交付申請時に提出した見積書や⑸の内容と整合さ

せること 

⑺ 太陽光発電設備の保証書又は出荷証明書の写し 

（中古品でないことが確認できる書類） 

※補助金を申請するすべての設備について提出する

こと 

⑻ 蓄電池設備の保証書又は出荷証明書の写し 

（中古品でないことが確認できる書類） 

※補助金を申請するすべての設備について提出する

こと 

⑼ 設置した補助対象設備の規格、仕様等が分かる書

類の写し（仕様書、カタログ等） 

※型式、公称最大出力、蓄電容量、規格への適合等に

ついて、交付要件をすべて満たしていることを確認

できること 

⑽ 【カラー写真】住宅全景、太陽光発電設備、蓄電

池の写真で設備の設置工事前と後の様子が分か

る写真 

※いずれも２方向以上から撮影すること 

⑾ 【カラー写真】太陽光発電設備の仕様等が確認で

きる写真 

※⑺で提出する書類に記載された設備と同一の設備

が設置されていることが銘板等の写真を用いて確

認できること 

⑿ 【カラー写真】蓄電池の仕様等が確認できる写真 ※⑻で提出する書類に記載された設備と同一の設備

が設置されていることが銘板等の写真を用いて確

認できること 

⒀ 補助対象設備を設置する建物の不動産登記事項

証明書の写し、不動産登記事項証明書の所在欄等

の記載事項と当該施設の所在表示が異なる場合

は、同一の施設であることを示す書類 

※建物の所有者が申請者（PPA またはリースによる設

置の場合を除く）と同一であること 

※発行から３か月以内であること 

⒁ 補助対象設備の設置図（平面図、機器配置図、シ

ステム系統図及び単線結線図等。補助対象設備が

※補助金を申請するすべての設備について記載があ

ること 



すべて記載されていること） ※太陽光発電設備と蓄電池設備の接続が確認できる

こと 

⒂ 年間の発電見込量及び自家消費電力見込量が分

かる資料（シミュレーション等で年間の自家消費

率が確認できること） 

※自家消費率３０％以上であること 

※新築の場合は製品カタログ等によるシミュレーシ

ョンに基づく数値であること 

⒃ 補助金振込口座（※相手方登録申請時に登録した

口座）の通帳の写し（ネット銀行の場合は口座名

義・支店名・口座番号が分かる画面を印刷したも

のやキャッシュカードの写し） 

※申請者本人の口座であること 

※銀行名・支店名・口座番号・口座名義が分かるもの

であること 

⒄ その他市長が必要と認めるもの  

 （以下、PPA又はリースによる設置の場合）  

⒅ PPA の場合、サービス料金から補助金額相当分が

控除されていることが分かる書類。また、本事業

により導入した設備等について法定耐用年数期

間満了まで継続的に使用するために必要な措置

等を証明できる書類 

 

⒆ リース契約の場合、リース料金から補助金額相当

分が控除されていることが分かる書類。また、本

事業により導入した設備等について法定耐用年

数期間満了まで継続的に使用するために必要な

措置等を証明できる書類 

 

 

補助金請求時 

 提出書類 要件 

⑴ 【第６号様式】補助金等交付請求書 ※市から送付する【第２号様式】補助金等交付決定通

知書及び【第５号様式】補助金等確定通知書の内容

に沿って記載すること 

 


